


第１部	 被控訴人準備書面（３）に対する反論

第１	 準備書面（３）「第２」について

１	 １項について







２	 ２項について



３	 ３項について







４	 ４項について





５	 ５項について



６	 ６項について



７	 ７項について



８	 ８項について







第２	 準備書面（３）「第３」について

１	 １項について



２	 ２項について





３	 ３項について
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第２部	 被控訴人準備書面（５）に対する反論

１	 準備書面第１，２項（１）「貯水池周辺の地すべりの危険性」について



























２	 同項（３）「大滝ダム，滝沢ダムの現在の状況」についての反論



３	 同項（４）「八ッ場ダムの検討における地すべり対策」についての反論



４	 第１，３項「小括」についての反論



第３部	 被控訴人準備書面（６）に対する反論

１	 被控訴人の主張の要点

２	 国と群馬県との関係の対等性の下での納付通知の位置づけ







３	 被控訴人による「一日校長事件」判例の誤用



４	 利水に関する負担金の支払いを群馬県が拒否すべき事由



５	 治水に関する負担金の支払いを群馬県が拒否すべき事由




